
長野県立高等学校管理規則等の一部を改正する規則案について 

 

義 務 教 育 課 

高 校 教 育 課 

特別支援教育課 

 

 

１ 改正の理由及び内容 

  県立学校等に「副校長」を配置することに伴い、次に掲げる長野県教育委

員会規則について所要の改正を行う。 

 (1)  長野県立高等学校管理規則 

 (2)  長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則 

 (3)  長野県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則 

 (4)  特別支援学校管理規則 

 (5)  長野県立中学校管理規則 

  

 

２ 施行期日 

平成24年４月１日 
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